
◎
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第
一
二
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
四
日
・
衆
議
院
環
境
委
員

会

）

○
望
月
国
務
大
臣

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の

概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

福
島
県
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
大
量
の
土
壌
や
廃

棄
物
が
発
生
し
、
直
ち
に
最
終
処
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
安
全
に
集
中
的
に
貯
蔵
管
理
す
る
中
間
貯
蔵
施
設
が
不
可
欠

で
す
。
国
の
責
任
に
お
い
て
、
こ
の
中
間
貯
蔵
施
設
を
整
備
し
、
し
っ
か

り
と
運
営
管
理
を
行
う
こ
と
で
、
除
染
を
一
層
推
進
し
、
福
島
の
復
興
に

つ
な
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
政
府
一
丸
と
な
り
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
に
向
け
て
、

地
元
の
皆
様
に
丁
寧
に
そ
の
必
要
性
や
具
体
的
内
容
、
国
と
し
て
の
対
応

の
全
体
像
を
説
明
す
る
な
ど
、
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
本
年
九
月
一
日
に
佐
藤
福
島
県
知
事
よ
り
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
建
設

受
け
入
れ
を
容
認
す
る
と
い
う
決
断
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
、
中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
搬
入
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
元

の
皆
様
の
申
し
入
れ
事
項
等
に
応
え
つ
つ
、
中
間
貯
蔵
を
確
実
か
つ
適
正

に
実
施
す
る
た
め
、
法
律
に
お
い
て
中
間
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
国
の
責
務

を
規
定
し
、
そ
の
中
核
と
し
て
「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福

島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
旨
を

明
記
す
る
と
と
も
に
、
専
門
性
を
有
し
、
国
と
一
体
と
な
っ
て
事
業
を
支

援
す
る
組
織
が
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
本
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
中
間
貯
蔵
の
確
実
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
を
図
り
、

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
が
人
の
健
康
ま
た
は
生
活
環
境
に
及

ぼ
す
影
響
を
速
や
か
に
低
減
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
国
の
責
務
と
し

て
、
国
は
、
中
間
貯
蔵
施
設
を
整
備
し
、
及
び
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
理

解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
中
間
貯
蔵
開
始

後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
旨
等
を
規
定
す
る
こ
と
に
加
え
、
日
本
環
境
安
全
事
業
株

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
一



式
会
社
を
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
に
改
組
し
、
そ
の
事
業

に
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
一
一
月
四
日
）

○
北
川
知
克
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
中
間
貯
蔵
の
確
実
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
を
図
り
、
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
事
故
に
由
来
す
る
放
射
性
物

質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
人
の
健
康
ま
た
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を

速
や
か
に
低
減
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
国
は
、
中
間
貯
蔵
施
設
を
整

備
し
、
及
び
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十

年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
旨
等
を
規
定
す
る
こ
と
に
加
え
、
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社

を
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
に
改
組
し
、
そ
の
事
業
に
中
間

貯
蔵
に
係
る
事
業
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
月
二
十
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
四
日

望
月
環
境
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
受
け
、
次
い
で
、
二
十
八
日
か

ら
質
疑
に
入
り
、
同
日
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査

を
重
ね
、
三
十
一
日
に
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、
直

ち
に
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
の
事
業
継
続
を
前
提
と
し

て
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
完
了

を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
政
府
に
課
せ
ら
れ
た
法
的
責
務
で
あ
る
こ

と
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
環
境
省
を
中
心
に
政
府
は
最
終
処
分
地
の

選
定
を
検
討
し
、
除
去
土
壌
等
の
減
容
化
技
術
の
早
期
開
発
等
、
必
要

な
措
置
の
具
体
的
内
容
と
各
ス
テ
ッ
プ
の
開
始
時
期
を
明
記
し
た
工
程

表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
取
組
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
毎
年
、

国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
二



ま
た
、
万
が
一
、
取
組
に
遅
れ
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
原
因
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
と
と
も
に
対
応
策
を
講

じ
、
本
委
員
会
に
お
い
て
法
定
期
間
内
で
の
最
終
処
分
完
了
に
国
が
責

任
を
持
つ
こ
と
を
改
め
て
明
言
す
る
こ
と
。

二

中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
か
ら
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
同
施
設
へ
の

搬
入
、
運
営
管
理
、
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
に
至
る
ま
で
の
間
、
講

じ
ら
れ
る
す
べ
て
の
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま

え
主
導
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株

式
会
社
に
委
託
し
た
事
業
に
お
い
て
、
万
が
一
事
故
等
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
そ
の
対
処
に
当
た
る
こ
と
。

三

中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
地
権
者
に
分
か
り
や
す
く

丁
寧
に
説
明
し
、
地
権
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
ル
ー
ト
の
設
定

な
ど
輸
送
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
県
及
び
県
内
市
町
村
等
の

意
見
を
十
分
に
聞
い
た
上
で
、
安
全
・
安
心
に
十
分
配
慮
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

五

中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
に
伴
い
生
じ
る

道
路
改
良
・
維
持
修
繕
、
交
通
安
全
施
設
の
整
備
、
粉
じ
ん
・
騒
音
対

策
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
、
道
路
に
係
る
様
々
な
維
持
管
理
や
、
搬
入

に
伴
い
生
じ
る
ル
ー
ト
沿
線
住
民
に
対
す
る
周
辺
対
策
に
関
す
る
経
費

は
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
搬
送
ル
ー
ト
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
政
府
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
。

六

中
間
貯
蔵
施
設
及
び
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
に
関
し
、
関
係

住
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
福
島
県
及
び
大
熊
町
・
双
葉

町
と
の
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
。

七

中
間
貯
蔵
施
設
設
置
に
係
る
協
議
の
中
で
福
島
県
及
び
大
熊
町
、
双

葉
町
に
対
し
講
じ
る
こ
と
と
し
た
、
新
規
か
つ
追
加
的
な
財
政
措
置
に

つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
配
慮
し
、
そ
の
適
正
な
執
行
に
十
分
留
意

し
つ
つ
、
使
途
の
自
由
度
を
高
め
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
も
原
子
力
発

電
所
事
故
に
よ
る
極
め
て
過
酷
な
状
況
が
継
続
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
福

島
県
の
復
興
に
係
る
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
県
及
び
関
係
市
町
村
と

引
き
続
き
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

八

本
改
正
に
よ
り
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
に
追
加
さ
れ

る
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
、
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
の
完
了
に
至

る
ま
で
の
間
、
国
と
一
体
と
な
っ
て
滞
り
な
く
実
施
で
き
る
よ
う
、
同

社
の
体
制
強
化
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

九

中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
の
追
加
を
含
む
今
回
の
法
改
正
が
特
殊
会
社

の
延
命
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安

全
事
業
株
式
会
社
に
対
し
て
厳
正
な
運
営
と
人
事
管
理
に
努
め
る
と
と

も
に
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事
業
及
び
中
間
貯
蔵
に
係

る
事
業
の
終
了
の
際
に
は
、
特
殊
法
人
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
廃
止

を
含
め
た
組
織
の
見
直
し
を
迅
速
か
つ
適
正
に
行
う
こ
と
。

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
三



三
、
参
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
）

○
島
尻
安
伊
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
福
島
県
内
の
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
や
廃
棄

物
を
貯
蔵
す
る
中
間
貯
蔵
施
設
に
関
し
、
国
の
責
務
を
規
定
し
、
そ
の
中

核
と
し
て
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分

を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
旨
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
中
間
貯
蔵
・
環
境
事
業
安
全
株
式
会
社

に
改
組
し
、
そ
の
事
業
に
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
追
加
す
る
等
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
輸
送
や
中
間
貯
蔵
に
お
け
る
安
全
対
策
、
最
終
処
分
に
向
け
た
取
組

等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て

御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
の
市
田

理
事
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
の
事
業
継
続
を
前
提
と
し

て
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
完
了

を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
政
府
に
課
せ
ら
れ
た
法
的
責
務
で
あ
る
こ

と
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
環
境
省
を
中
心
に
政
府
は
最
終
処
分
地
の

選
定
を
検
討
し
、
除
去
土
壌
等
の
減
容
化
技
術
の
早
期
開
発
等
、
必
要

な
措
置
の
具
体
的
内
容
と
各
ス
テ
ッ
プ
の
開
始
時
期
を
明
記
し
た
工
程

表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
取
組
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
毎
年
、

国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

ま
た
、
万
が
一
、
取
組
に
遅
れ
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
原
因
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
と
と
も
に
対
応
策
を
講

じ
、
本
委
員
会
に
お
い
て
法
定
期
間
内
で
の
最
終
処
分
完
了
に
国
が
責

任
を
持
つ
こ
と
を
改
め
て
明
言
す
る
こ
と
。

二
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
か
ら
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
同
施
設
へ
の

搬
入
、
運
営
管
理
、
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
に
至
る
ま
で
の
間
、
講

じ
ら
れ
る
す
べ
て
の
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま

え
主
導
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
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式
会
社
に
委
託
し
た
事
業
に
お
い
て
、
万
が
一
、
事
故
等
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
そ
の
対
処
に
当
た
る
こ
と
。

三
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
地
権
者
に
分
か
り
や
す
く

丁
寧
に
説
明
し
、
地
権
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
国
が
土
地
を
買
い
取
る
場
合
で
も
住
民
票
を
残
せ
る
よ
う
に

す
る
な
ど
、
各
地
権
者
の
希
望
に
沿
っ
た
柔
軟
な
対
応
に
努
め
る
こ

と
。

四
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
供
用
開
始
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
及
び
県
内
市
町

村
等
の
意
向
に
配
慮
し
つ
つ
早
期
に
実
現
で
き
る
よ
う
努
め
、
福
島
県

内
に
多
数
設
置
さ
れ
て
い
る
除
去
土
壌
の
仮
置
場
等
の
早
期
解
消
を
図

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
仮
置
場
等
に
万
が
一
に
も
除
去
土
壌
が

流
出
、
残
留
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
。

五
、
中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
ル
ー
ト
の
設
定

な
ど
輸
送
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
県
及
び
県
内
市
町
村
等
の

意
見
を
十
分
に
聞
い
た
上
で
、
安
全
・
安
心
に
十
分
配
慮
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

六
、
中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
に
伴
い
生
じ
る

道
路
改
良
・
維
持
修
繕
、
交
通
安
全
施
設
の
整
備
、
粉
じ
ん
・
騒
音
対

策
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
、
道
路
に
係
る
様
々
な
維
持
管
理
や
、
搬
入

に
伴
い
生
じ
る
ル
ー
ト
沿
線
住
民
に
対
す
る
周
辺
対
策
に
関
す
る
経
費

は
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
搬
送
ル
ー
ト
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
政
府
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
。

七
、
中
間
貯
蔵
施
設
及
び
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
輸
送
に
関
し
、
関
係

住
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
福
島
県
及
び
大
熊
町
・
双
葉

町
と
の
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
。

八
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
設
置
予
定
地
周
辺
の
住
民
を
中
心
と
し
て
、
放
射

性
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
や
風
評
被
害
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
除
去
土
壌
等
の
保
管
に
際
し
て
は
万
全
な
安
全
管
理
と
確
実
な
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
情
報
公
開
の
下
で
住
民
の

不
安
を
取
り
除
く
た
め
の
説
明
を
継
続
し
て
実
施
す
る
こ
と
。

九
、
中
間
貯
蔵
施
設
設
置
に
係
る
協
議
の
中
で
福
島
県
及
び
大
熊
町
、
双

葉
町
に
対
し
講
じ
る
こ
と
と
し
た
、
新
規
か
つ
追
加
的
な
財
政
措
置
に

つ
い
て
は
、
そ
の
適
正
な
執
行
と
透
明
性
の
確
保
に
十
分
留
意
し
、
国

民
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
配
慮
し
、

使
途
の
自
由
度
を
高
め
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
も
原
子
力
発
電
所
事
故

に
よ
る
極
め
て
過
酷
な
状
況
が
継
続
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
福
島
県
の
復

興
に
係
る
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
県
及
び
関
係
市
町
村
と
引
き
続
き

十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

十
、
本
改
正
に
よ
り
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
に
追
加
さ
れ

る
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事

業
の
進
捗
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
福
島
県
外
で
の
最
終
処
分
の

完
了
に
至
る
ま
で
の
間
、
国
と
一
体
と
な
っ
て
滞
り
な
く
実
施
で
き
る
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よ
う
、
放
射
性
物
質
に
係
る
専
門
的
人
材
を
確
保
す
る
な
ど
、
同
社
の

体
制
強
化
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

十
一
、
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
の
追
加
を
含
む
今
回
の
法
改
正
が
特
殊
会

社
の
延
命
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
中
間
貯
蔵
・
環
境

安
全
事
業
株
式
会
社
に
対
し
て
厳
正
な
運
営
と
人
事
管
理
に
努
め
る
と

と
も
に
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事
業
及
び
中
間
貯
蔵
に

係
る
事
業
の
終
了
の
際
に
は
、
特
殊
法
人
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
廃

止
を
含
め
た
組
織
の
見
直
し
を
迅
速
か
つ
適
正
に
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
六


